
災害時における法人道民税・法人事業税・地方法人特別税の

申告期限等の延長について

災害で被害を受け、期限までに申告等をすることが困難な場合には、申告・申

請・届出等の提出又は納付について、次のとおり期限の延長することができます。

地域指定された地域に主たる事務所又は事業所を有する法人は、特段の手続を

経ることなく、指定された期日まで申告・納付の期限が延長されます。

次のいずれかの申告納付期限の延長申請ができます。

１ 告示により指定された地域に主たる事務所等を有する法人(申請不要)

２ １以外の地域に事務所等を有する法人で期限までに申告等をすることが困難な

場合(申請必要)

(１) 北海道税条例第20条による災害等による期限の延長

法人道民税

法人事業税

地方法人特別税

◆延長期限 延長理由のやんだ日から２月以内

◆適用 すべての申告、申請、届出

◆延滞金 延長された納期限の翌日から計算

◆申請期限 延長理由のやんだ後、遅滞なく

◆提出書類

・申請書(任意様式)

・法人税に係る提出期限の延長の申請書の写し

※ 申請書のひな型を用意しておりますので、下記までお問

い合わせください。

(２) 地方税法第72条の25第２項ほか(第72条の28第２項において準用する場合

を含む)による災害延長

法人道民税 申請、届出等は不要です。

※ 税務署で延長申請が認められた場合は、法人税の申告期

限まで延長されます。

法人事業税

地方法人特別税
◆延長期限 指定する日

◆適用 確定申告

◆延滞金 延長された納期限の翌日から計算

◆申請期限 事業年度終了の日から４５日以内

◆申請様式

・第13号様式(災害等に係る申告書の提出期限の延長の承

認申請書)

・法人税に係る提出期限の延長の申請書の写し

※ 法人税の申告期限に準じる期限で延長されます。
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